
多床室の場合 強化型 1割負担

要介護度 基本日額 夜間職員配置加算 食費日額 居住費日額 日常生活費 教養娯楽費

要介護 1 927円 25円 → 1,632 円

要介護 2 1006円 25円 → 1,711 円

要介護 3 1073円 25円 → 1,778 円

要介護 4 1132円 25円 → 1,837 円

要介護 5 1193円 25円 → 1,898 円

要介護度 基本日額 夜間職員配置加算 食費日額 居住費日額 日常生活費 教養娯楽費

要介護 1 927円 25円 → 2,362 円

要介護 2 1006円 25円 → 2,441 円

要介護 3 1073円 25円 → 2,508 円

要介護 4 1132円 25円 → 2,567 円

要介護 5 1193円 25円 → 2,628 円

要介護度 基本日額 夜間職員配置加算 食費日額 居住費日額 日常生活費 教養娯楽費

要介護 1 927円 25円 → 2,762 円 3,062 円

要介護 2 1006円 25円 → 2,841 円 3,141 円

要介護 3 1073円 25円 → 2,908 円 3,208 円

要介護 4 1132円 25円 → 2,967 円 3,267 円

要介護 5 1193円 25円 → 3,028 円 3,328 円

要介護度 基本日額 夜間職員配置加算 食費日額 居住費日額 日常生活費 教養娯楽費

要介護 1 927円 25円 → 3,469 円

要介護 2 1006円 25円 → 3,548 円

要介護 3 1073円 25円 → 3,615 円

要介護 4 1132円 25円 → 3,674 円

要介護 5 1193円 25円 → 3,735 円

ご利用状況によって金額が異なる場合がございます。

その他、重要事項説明書の別紙に定める費用が算定される場合がございます。

※表示されている金額については、計算上誤差が生じることがございますのでご了承ください。

※その他、処遇改善加算、送迎を実施した場合には1割負担の方は片道189円、療養食を提供した場合には1日につき3回を限度とし1割負担の

　方は1回9円、リハビリテーションを提供した場合には1割負担の方は1回247円の加算があります。

「処遇改善加算(特定処遇)改善）」とは介護職員の処遇改善における料金となっており、所定単位数の29/1000（特定処遇改善　17/1000)を加算する為、

利用者負担

＋

支払い日額

1700円 437円 230円 150円
第1～3段階以外

利用者負担

＋

支払い日額① 支払い日額②

①1000円

②1300円
430円 230円 150円

第3段階

利用者負担

＋

支払い日額

600円 430円 230円 150円

第2段階

介護老人保健施設「ふれあいの里 好寿苑」　短期入所療養介護　利用単価表 令和6年12月1日改定版

利用者負担

＋

支払い日額

300円 0 230 150円

第1段階



多床室の場合 強化型 2.3割負担

要介護度 基本日額 夜間職員配置加算 食費日額 居住費日額 日常生活費 教養娯楽費

要介護 1 1853円 50円 → 4,420 円

要介護 2 2011円 50円 → 4,578 円

要介護 3 2144円 50円 → 4,711 円

要介護 4 2264円 50円 → 4,831 円

要介護 5 2385円 50円 → 4,952 円

要介護度 基本日額 夜間職員配置加算 食費日額 居住費日額 日常生活費 教養娯楽費

要介護 1 2779円 74円 → 5,370 円

要介護 2 3016円 74円 → 5,607 円

要介護 3 3217円 74円 → 5,808 円

要介護 4 3395円 74円 → 5,986 円

要介護 5 3577円 74円 → 6,168 円

ご利用状況によって金額が異なる場合がございます。

その他、重要事項説明書の別紙に定める費用が算定される場合がございます。

※表示されている金額については、計算上誤差が生じることがございますのでご了承ください。

第1～3段階以
外

3割負担

※その他、処遇改善加算、送迎を実施した場合には2割負担の方は片道378円、3割負担の方は片道567円、療養食を提供した場合には1日につき

　　3回を限度として2割負担の方は1回17円、3割負担の方は1回25円、リハビリテーションを提供した場合には2割負担の方は1回493円、3割負担

　　の方は1回567円の加算があります。

「処遇改善加算(特定処遇)改善）」とは介護職員の処遇改善における料金となっており、所定単位数の29/1000（特定処遇改善　17/1000)を加算する為、

230円 150円第1～3段階以
外

2割負担

利用者負担

＋

支払い日額

1700円 437円 230円 150円
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利用者負担

＋

支払い日額

1700円 437円



個室の場合 強化型 1割負担

要介護度 基本日額 夜間職員配置加算 食費日額 居住費日額 日常生活費 教養娯楽費

要介護 1 842円 25円 → 2,097 円

要介護 2 918円 25円 → 2,173 円

要介護 3 984円 25円 → 2,239 円

要介護 4 1045円 25円 → 2,300 円

要介護 5 1103円 25円 → 2,358 円

要介護度 基本日額 夜間職員配置加算 食費日額 居住費日額 日常生活費 教養娯楽費

要介護 1 842円 25円 → 2,397 円

要介護 2 918円 25円 → 2,473 円

要介護 3 984円 25円 → 2,539 円

要介護 4 1045円 25円 → 2,600 円

要介護 5 1103円 25円 → 2,658 円

要介護度 基本日額 夜間職員配置加算 食費日額 居住費日額 日常生活費 教養娯楽費

要介護 1 842円 25円 → 3,617 円 3,917 円

要介護 2 918円 25円 → 3,693 円 3,993 円

要介護 3 984円 25円 → 3,759 円 4,059 円

要介護 4 1045円 25円 → 3,820 円 4,120 円

要介護 5 1103円 25円 → 3,878 円 4,178 円

要介護度 基本日額 夜間職員配置加算 食費日額 居住費日額 日常生活費 教養娯楽費

要介護 1 842円 25円 → 4,675 円

要介護 2 918円 25円 → 4,751 円

要介護 3 984円 25円 → 4,817 円

要介護 4 1045円 25円 → 4,878 円

要介護 5 1103円 25円 → 4,936 円

ご利用状況によって金額が異なる場合がございます。
その他、重要事項説明書の別紙に定める費用が算定される場合がございます。
※表示されている金額については、計算上誤差が生じることがございますのでご了承ください。

※その他、処遇改善加算、送迎を実施した場合には1割負担の方は片道189円、療養食を提供した場合には1日につき3回を限度とし1割負担の
　方は1回9円、リハビリテーションを提供した場合には1割負担の方は1回247円の加算があります。
「処遇改善加算(特定処遇)改善）」とは介護職員の処遇改善における料金となっており、所定単位数の29/1000（特定処遇改善　17/1000)を加算する為、

利用者負担

＋

支払い日額

1700円 1728円 230円 150円
第1～3段階以外

利用者負担

＋

支払い日額① 支払い日額②

①1000円

②1300円
1370円 230円 150円

第3段階

利用者負担

＋

支払い日額

600円 550円 230円 150円

第2段階

利用者負担

＋

支払い日額

300円 550 230 150円

第1段階
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個室の場合 強化型 2.3割負担

要介護度 基本日額 夜間職員配置加算 食費日額 居住費日額 日常生活費 教養娯楽費

要介護 1 1682円 50円 → 5,540 円

要介護 2 1834円 50円 → 5,692 円

要介護 3 1968円 50円 → 5,826 円

要介護 4 2089円 50円 → 5,947 円

要介護 5 2206円 50円 → 6,064 円

要介護度 基本日額 夜間職員配置加算 食費日額 居住費日額 日常生活費 教養娯楽費

要介護 1 2523円 74円 → 6,405 円

要介護 2 2751円 74円 → 6,633 円

要介護 3 2952円 74円 → 6,834 円

要介護 4 3133円 74円 → 7,015 円

要介護 5 3309円 74円 → 7,191 円

ご利用状況によって金額が異なる場合がございます。
その他、重要事項説明書の別紙に定める費用が算定される場合がございます。
※表示されている金額については、計算上誤差が生じることがございますのでご了承ください。

第1～3段階以
外

3割負担

※その他、処遇改善加算、送迎を実施した場合には2割負担の方は片道378円、3割負担の方は片道567円、療養食を提供した場合には1日につき
　　3回を限度として2割負担の方は1回17円、3割負担の方は1回25円、リハビリテーションを提供した場合には2割負担の方は1回493円、3割負担

　　の方は1回567円の加算があります。

「処遇改善加算(特定処遇)改善）」とは介護職員の処遇改善における料金となっており、所定単位数の29/1000（特定処遇改善　17/1000)を加算する為、

230円 150円第1～3段階以
外

2割負担

利用者負担

＋

支払い日額

1700円 1728円 230円 150円
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利用者負担

＋

支払い日額

1700円 1728円



多床室の場合 強化型

要介護度 基本日額 夜間職員配置加算 食費日額 居住費日額 日常生活費 教養娯楽費

→

→

→

→

→

要介護度 基本日額 夜間職員配置加算 食費日額 居住費日額 日常生活費 教養娯楽費

→
→
→
→
→

要介護度 基本日額 夜間職員配置加算 食費日額 居住費日額 日常生活費 教養娯楽費

→
→
→
→
→

要介護度 基本日額 夜間職員配置加算 食費日額 居住費日額 日常生活費 教養娯楽費

→
→
→
→
→

※その他、処遇改善加算、送迎を実施した場合には1割負担の方は片道189円、療養食を提供した場合には1日につき3回を限度とし1割負担の
　方は1回9円、リハビリテーションを提供した場合には1割負担の方は1回247円の加算があります。
「処遇改善加算(特定処遇)改善）」とは介護職員の処遇改善における料金となっており、所定単位数の29/1000（特定処遇改善　17/1000)を加算する為、
ご利用状況によって金額が異なる場合がございます。
その他、重要事項説明書の別紙に定める費用が算定される場合がございます。
※表示されている金額については、計算上誤差が生じることがございますのでご了承ください。

3233円

第1～3段階以外 要支援２ 857円 25円 3399円

利用者負担

＋

支払い日額

要支援１ 691円 25円

1700円 437円 230円 150円

①2526円
②2826円

第3段階 要支援２ 857円 25円
①2692円
②2992円

利用者負担

＋

支払い日額

要支援１ 691円 25円
①1000円

②1300円
430円 230円 150円

2126円

第2段階 要支援２ 857円 25円 2292円

利用者負担

＋

支払い日額

要支援１ 691円 25円

600円 430円 230円 150円

1396円

第1段階 要支援２ 857円 25円 1562円

利用者負担

＋

支払い日額

要支援１ 691円 25円

300円 0円 230円 150円
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従来型個室の場合 強化型
要介護度 基本日額 夜間職員配置加算 食費日額 居住費日額 日常生活費 教養娯楽費

→

→

→

→

→

要介護度 基本日額 夜間職員配置加算 食費日額 居住費日額 日常生活費 教養娯楽費

→
→
→
→
→

要介護度 基本日額 夜間職員配置加算 食費日額 居住費日額 日常生活費 教養娯楽費

→
→
→
→
→

要介護度 基本日額 夜間職員配置加算 食費日額 居住費日額 日常生活費 教養娯楽費

→
→
→
→
→

※その他、処遇改善加算、送迎を実施した場合には1割負担の方は片道189円、療養食を提供した場合には1日につき3回を限度とし1割負担の

　方は1回9円、リハビリテーションを提供した場合には1割負担の方は1回247円の加算があります。

4482円

第1～3段階以外 要支援２ 799円 25円 4632円

利用者負担

＋

支払い日額

要支援１ 649円 25円

1700円 1728円 230円 150円

①3424円
②3724円

第3段階 要支援２ 799円 25円
①3574円
②3874円

利用者負担

＋

支払い日額

要支援１ 649円 25円
①1000円

②1300円
1370円 230円 150円

2204円

第2段階 要支援２ 799円 25円 2354円

利用者負担

＋

支払い日額

要支援１ 649円 25円

600円 550円 230円 150円

230円 150円

1904円

第1段階 要支援２ 799円 25円 2054円
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利用者負担

＋

支払い日額

要支援１ 649円 25円

300円 550円



「処遇改善加算(特定処遇)改善）」とは介護職員の処遇改善における料金となっており、所定単位数の29/1000（特定処遇改善　17/1000)を加算する為、

ご利用状況によって金額が異なる場合がございます。
その他、重要事項説明書の別紙に定める費用が算定される場合がございます。
※表示されている金額については、計算上誤差が生じることがございますのでご了承ください。



「処遇改善加算(特定処遇)改善）」とは介護職員の処遇改善における料金となっており、所定単位数の29/1000（特定処遇改善　17/1000)を加算する為、



「処遇改善加算(特定処遇)改善）」とは介護職員の処遇改善における料金となっており、所定単位数の29/1000（特定処遇改善　17/1000)を加算する為、



「処遇改善加算(特定処遇)改善）」とは介護職員の処遇改善における料金となっており、所定単位数の29/1000（特定処遇改善　17/1000)を加算する為、



「処遇改善加算(特定処遇)改善）」とは介護職員の処遇改善における料金となっており、所定単位数の29/1000（特定処遇改善　17/1000)を加算する為、


